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農 業 委 員 会 の 概 要



 

金沢市農業委員会憲章 

 

 

みのり豊かな金沢の土に親しむわたくしたちは、このかけがえのない 

自然を守り魅力ある農業を築くため、誇りと責任ある行動に努めます。 

 

 

  １  農地をまもり  自然と調和する活力あるまちづくりをめざします 

 

  １  意欲ある担い手をそだて  農業経営の合理化をはかります 

 

  １  生産技術をたかめ  農地の規模拡大と有効利用をすすめます 

 

  １  研究と情報の輪をつなげ  暮らしと福祉の向上につとめます 

 

  １  時代にこたえ  健康で個性豊かな金沢の食生活をひろめます 

 

平成３年１月２８日制定   
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１．沿　革

２．地　勢

３．面積、人口及び世帯数　（令和6年４月１日）

　（1）面　　積 468.81k㎡

　（2）人　　口 455,179人 （男220,147人、女235,032人）

　（3）世 帯 数 211,188世帯

　（4）人口密度 1k㎡当たり970.9人

Ⅰ　金 沢 市 の 概 要

　　金沢市の地名は、今の兼六園一帯が金沢郷、金沢荘と呼ばれたことから、その名がついたと

　言われており、また、むかし芋掘藤五郎という人が、沢で砂金のついた山芋を洗っていたこと

　に由来するとの伝説も語り伝えられています。

　　町のおこりは、蓮如の北陸地方の布教により一向宗徒の勢力が強まり、加賀の守護富樫政親

　を高尾城に滅ぼした後、真宗本願寺の末寺を金沢に「金沢御坊」として建立し、加賀一向宗の

　中心とし、以来、寺の周りに後町、南町などの町がつくられたのが始まりと言われています。

　　天正８年（1580年）佐久間盛政により金沢御坊は攻め滅ぼされ、盛政はここに「金沢城」を

　築きました。天正11年（1583年）盛政が賎ケ岳に敗死した後、七尾小丸山城にいた前田利家が

　金沢城に入城したのが、この年の６月14日と言われています。以来、加賀、能登、越中を合わ

　せた加賀百万石の城下町として繁栄を続けることになりました。

　　明治４年（1871年）の廃藩後、金沢町となり、同22年（1889年）４月１日に市制が施行さ

　れ、その後大正13年以来、十数次にわたる隣接町村の合併により、市域を拡大し、県庁所在地

　として政治、文化、経済の中心として発展を続けています。

　　戦災を受けることなく、城下町の町並み文化などを温存し、平成８年（1996年）には中核市

　となり、歴史伝統を大切にしながらも、絶えず革新の営みを続けており、平成21年（2009年）

　に「歴史都市」「創造都市」として認められ、平成27年（2015年）には念願の北陸新幹線金沢

　開業が実現しました。

　　東西23.3km、南北37.3kmで、ほぼ北陸三県の中央にあって、市の東西部は1,500mの山岳地帯

　で富山県と接しており、北部には、浅海が砂丘によって隔てられてできた河北潟があります。

　　主な河川は、市街地を貫流する犀川（34.5km）と浅野川（28.9km）及び森下川（23.6km）が

　あり、河口には昭和45年11月に開港した国際貿易港金沢港があります。

　　また、海岸線は9.2kmにわたって伸び、砂丘地帯は南は白山市から北は内灘町まで続いてい

　ます。
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令 和 ６ 年 度

市街化区域

8,646 ha

都市計画区域 （ 39 ％）

22,349 ha

( 48 ％） 市街化調整区域

13,703 ha ( 61 ％)

全市域 うち農業振興地域

46,881 ha           13,403 ha      

農業振興地域

9,299 ha

都市計画区域外 （ 38 ％）

24,532 ha

（ 52 ％） 農業振興地域外

15,233 ha

（ 62 ％）

（R6.3.31現在）

農業振興地域

全市域比

（ 48 ％）

21,678 ha

8,646 ha

22,702ha

22,702ha
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１．特　微

２．農地と農家

　（1）土地利用計画面積

　　ア　都市計画法による面積 （令和６年３月31日現在）

　　イ　農業振興地域の整備に関する法律による面積 （令和６年３月31日現在）

　　ウ　市街化区域内農地 （令和６年３月31日現在）

Ⅱ　金 沢 市 の 農 業

　金沢市の農業は、砂丘地域から平坦地域、中山間地域にわたって、それぞれの地域の特性を活

かし、水稲をはじめ野菜、果樹、花きなど多様な農業生産が展開されており、都市近郊型の農業

構造が形成されている。

　近年、都市化の進展や農業従事者の減少・高齢化により、担い手が不足し、集落機能や農村の

公益的機能の低下が懸念される一方、市民の食の安全に対する関心の高まりや消費者二ーズの多

様化、農地・農村の多面的機能に対する期待の高まりなど、農業を取り巻く情勢が変化してい

る。

　金沢市では、これら社会情勢の変化に対応するため、平成２８年３月に新たな農林業の指針と

なる「金沢の農業と森づくりプラン２０２５」（計画期間：平成２８～令和７年度）を策定し、

今後の農林業の持続的な発展と農山村の活性化を推進していくこととしている。

総　　面　　積 市 街 化 区 域 市街化調整区域 そ　　の　　他

46,881 ha 8,646 ha 13,703 ha 24,532 ha

100.0 % 18.5 % 29.2 % 52.3 %

 22,702 ha

区　　　　分 農　　地
(畦、竹林の一部含む)

農 業 用
施設用地

山林・原野 その他 合　　計

農 業 振 興 地 域 3,853 ha    68 ha  14,398 ha    4,383 ha

14.6 %

うち農用地区域 3,262 ha    14 ha 　45 ha －   3,321 ha

設　　定　　率 84.7 % 20.5 % 0.3 % －

100.0 % 71.1 % 28.9 %

総　　面　　積 田 畑

349 ha 248 ha 101 ha
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資料：農業センサス

資料：農業センサス　（H17～　経営体数）

年次
農　業
産出額

米 麦
雑 穀
豆 類

いも類 野 菜 果 実 花 き
その他
作　物

肉用牛
乳用牛

豚

鶏
鶏 卵

その他
畜産物

令和２年 726 229 0 1 92 296 78 ⅹ ⅹ 6 2 1

令和３年 688 185 0 1 88 308 74 ⅹ ⅹ 6 3 2

令和４年 694 196 0 1 83 310 76 ⅹ ⅹ 6 3 2

構成比 100.0% 28.2% 0.0% 0.1% 12.0% 44.7% 11.0% - - 0.9% 0.4% 0.3%

資料：市町村別農業産出額(推計）農林水産省

(62.0 %) 

1,319

455 249 1,453
(18.6 %) (5.2 %) (40.8 %) 

495 138 1,086

(12.2 %) (9.5 %) (50.5 %) 

販　　売　　農　　家
専　　業 第１種兼業 第２種兼業

(7.7 %) 

(10.2 %) (5.4 %) (64.4 %) 

431 228 2,716

493 3,109

443 346 1,843
(14.2 %) (7.8 %) (45.2 %) 

846

農業就業人口

5,564

5,442

4,412

(17.0 %) 

812
(20.0 %) 

(27.8 %) 

1,015
(32.8 %) 

1,055
(35.4 %) 

944
(38.0 %) 

808

3,157

2,766

-

総農家数 自給的農家

4,221

3,647

2,663

3,212

4,784

2,127

　　ア　農家数、農業就業人口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　戸、人）

　（2）農　家

　　イ　経営規模別農家・経営体数　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　戸、経営体）

　３．農業産出額

平成17年

平成27年

平成22年

 平成7年

平成12年

年次

令和2年

（単位　1,000万円）

(10.3 %) (65.0 %) 

370

年次 5.0 ha以上

 平成7年 3,972
(24.8 %) (39.3 %) (27.7 %) (4.8 %) (2.2 %) (1.3 %) 

984

総数 0.5ha未満 0.5～1.0 ha 1.0～2.0 ha 2.0～3.0 ha 3.0～5.0 ha

平成12年 3,375
(24.9 %) (38.2 %) (27.1 %) 

1,560 1,100 189 86 53
(5.7 %) (2.6 %) (1.5 %) 

841 1,288 915 192 88 51

平成17年 2,669
(23.6 %) (38.0 %) (26.8 %) (3.3 %) (1.9 %) 

631 1,013 716 169 89 51

(6.3 %) 

平成22年 2,205
(20.5 %) (36.7 %) (28.7 %) (4.2 %) (3.1 %) 

451 810 632 151 93 68

(6.8 %) 

平成27年 1,771
(20.7 %) (35.6 %) (26.8 %) (4.6 %) (4.1 %) 

367 630 474 145 82 73

(8.2 %) 

令和2年 1,384
(21.4 %) (32.7 %) (25.8 %) (6.3 %) (5.9 %) 

296 453 357 110 87 81

(7.9 %) 
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農 産 物 産 地 図
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４．農　産

　(1) 水　稲

　(2) 野　菜

　(3) 果　樹

　　　市内全域で水稲が作付けされており、特に河北潟周辺の平坦地域では、大型圃場での農地
　　集積によって、経営規模の拡大や効率的な農業が行われている。
　    また、中山間地域では、地域の特性を活かした地域ブランド米の作付けや、作期の分散を
　　図るため、晩植コシヒカリの作付拡大に取組むなど、良食味・高品質の「うまい米づくり」
　　を推進している。
      令和５年産は、生育初期の５月は晴れの日が多く、また６月に入っても気温が平年より高
　　かったことから、分げつの発生は順調であった。また、６月中旬以降も、気温は平年より高
　　く、日照時間も多かったことから、草丈はゆめみずほで平年よりやや長く、コシヒカリ・
　　ひゃくまん穀は平年並となった。
　　　出穂期は、ゆめみづほは平年並みとなったが、コシヒカリ、ひゃくまん穀はともに平年に
　　比べ２日程度早くなった。
　　　病害虫の発生は、一部ほ場で葉いもち病の発生が見られたほか、ゆめみづほ・コシヒカリ
　　・ひゃくまん穀で紋枯病の発生が散見された。また、斑点米カメムシ類の多発注意報が発令
　　されており、平年を上回るカメムシ類の本殿侵入が確認され、前年に比べ品質が低下した。
　　　作況指数は、加賀地区で99の「平年並み」であった。

　　　野菜の生産地は広範囲に分布し、種類も多く、少量多品目生産が中心となっている。

　　　砂丘地域では、大規模経営によるすいか、秋冬だいこん、かんしょのほか、施設によるき

　　ゅうり、トマト、メロンなどが栽培されている。また、市街化地域では、ねぎやキャベツな

　　どの軟弱野菜が、中山間地域では、たけのこ、金時草、ホウレンソウ、夏秋きゅうりなどが

　　栽培されている。

　　　河北潟干拓地においては、大麦、大豆のほか、すいか、れんこんが大規模に栽培され、施

　　設では小松菜、トマトなどが栽培されている。

　　　また、「加賀野菜」15品目のほかに、金沢の風土を活かして生産された優れた農産物を平

　　成22年から「金沢そだち」（すいか、だいこん、なし）として認証し、消費者への周知と信

　　頼を高めることにより生産振興と消費拡大を図っている。平成28年１月には、新たに小玉す

　　いか、トマト、きゅうりが認証品目に追加された。

　　　令和５年産は、最大品目であるスイカが販売期間を通じて気温高が続いたこともあり、販

　　売が好調に続き前年並みの販売単価を確保することができた。野菜全般においては、全国的

　　には局地的な集中豪雨や記録的な猛暑の影響から出回り量が少なくなったが、本市産におい

　　ては、一部で数量減となる品目もあったが、概ね前年並みの販売額を確保できた。

　　　中山間地域で、なし、りんご、もも、ゆずが栽培され、水田地帯・河北潟干拓地の一部で

　　なし、砂丘地域でぶどうが栽培されている。

　　　生産物は、主に金沢市中央卸売市場へ出荷されているが、なしについては関西市場への出

　　荷のほか、国道沿線などで直接販売も行われている。

　　　平成22年には、なしが「金沢そだち」として認証され、栽培技術の向上と市内外への販売

　　促進が図られている。

　　　令和５年産は、７月の大雨、夏季の高温乾燥の影響も懸念されたが、順調に出荷が行われ

　　たものの、１１月の降霰によりりんごが数量減となった。
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　(4) 花　き

５．畜　産

６．林　業

７．土地改良事業

　　　今町、月影町を中心とする花園地区において、露地栽培で小菊を主体にケイトウ、その他

　　の草花、花桃、桜などの花木が栽培されている。

　　　砂丘地域では、パイプハウスでスプレーストックや切り花葉ボタンなどが栽培されており

　　地元市場のほか、関西市場にも出荷され高い評価を得ている。その他、ヒマワリやケイトウ

　　なども栽培されている。

　　　また、県が育成したフリージアの新品種「エアリーフローラ」が安原地区を中心に花園地

　　区等で栽培されており、生産拡大と併せて作期の拡大が図られている。

　　本市の畜産は都市化の拡大とともに、畜産公害が頻繁に発生し、家畜排泄物処理等の負担が

　増大したことから、小規模な畜産農家は徐々に減少し、比較的規模が大きく意欲のある畜産農

　家は河北潟干拓地の酪農団地に入植し経営の安定化を図った。このため市内にあった畜産農家

　は、小規模な養鶏農家のみとなっている。

　　また、県内食肉流通の拠点となっている食肉流通センターについては、食肉流通の安定的供

　給やＢＳＥや腸管出血性大腸菌Ｏ１５７等に対する消費者の安全・安心の確保を図るため、平

　成16年４月に新たな施設に改築し、トレーサビリティの電算化やＨＡＣＣＰシステムの導入を

　図っている。

　　農作業の効率化と省力化を図るため、圃場整備や農道、水路等の施設整備を進めてきた。

　　現在、約30ａ区画の圃場整備率は46％であるが、農業従事者の減少・高齢化が進み、担い手

　が不足する中で、一層、圃場の大区画化による、農地の集積・集約化が求められている。

　　また、農業生産基盤として不可欠な農業水利施設等の老朽化が進んでいるため、突発的な事

　故の防止と将来にわたる機能維持を図ることが必要となっている。

　　引き続き、暗渠排水整備、客土等による生産基盤の整備のほか、水路やため池の定期点検と

　補修等による施設の長寿命化に取り組むこととしており、地域における農地整備や日本型直接

　支払制度を活用した農地・施設の保全活動を支援していく。

　　市域の約６割を占める本市の森林（28,085ha）について、水源かん養や土壌保全、地球温暖

　化防止、木材等生産など森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、金沢市

　森づくり条例を制定し、市、市民、森林所有者、森林関係事業者が協働で、森林を育て、森林

　に親しみ、森林の恵みである木を活かすことに取り組んできた。

　　引き続き、地域と一体となった森づくりを推進するとともに、未来共創計画に掲げる、「次

　代につなぐ魅力ある農林水産業の振興」に向け、金沢林業大学校における人材育成をはじめ、

　森林経営管理制度を活用した森林資源の適正な管理の推進、ドローンやＡＩなど最新のデジタ

　ル技術を活用したスマート林業の推進のほか、市営造林の主伐による金沢産材の供給拡大や利

　用促進を進めていく。
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１．委員数

事務局
　　事務局長１人　事務局次長１人　係長１人

　　事務局職員（会計年度任用職員含む）　５人

担当地区

第６地区（３人）

地区名

第６地区

第１地区（３人）

第２地区（４人）

第３地区（３人）

第４地区（４人）

第５地区（２人）

広報編集
委員会

　　委員長１人　副委員長１人　委員７人

１９人 １９人

計　８人

１人 １人

２人 ２人

　代表推進委員１人　推進委員８人

　　計９人

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

２人 ２人

第１地区

第２地区

第３地区

第４地区

委員長（副会長）１人　副委員長１人　委員１１人

計　９人

運営
委員会

計　９人

　　会長１人　副会長（総括、農地・農政小委員会委員長）３人
　
　　農地小委員会副委員長１人　農政小委員会副委員長１人

　　広報編集委員会委員長１人　広報編集委員会副委員長１人

　　代表推進委員１人

区 分

小委員会

計１３人

農 業 委 員

　　会長１人　副会長３人　委員１５人

　　　計１９人（うち女性委員３人）

農地利用最適化推進委員

計１３人
農政

小委員会

現員

農地
小委員会

２人

委員長（副会長）１人　副委員長１人　委員１１人

９人

第５地区

２．組　織

Ⅲ　金 沢 市 農 業 委 員 会

定員 現員

１人 １人農
 
業
　
委
　
員

９人

１人 １人

２人

定員

計
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　(1) 総　会

　　ア　通常総会　　月１回開催

　　イ　臨時総会　　必要があれば、会長が招集し開催

　(2) 小委員会

　　　（会長が必要と認めたときに委員長に諮って随時開催）

　　ア　農地小委員会　　

　　　　農地関係法令並びに特定事例問題及び農地流動化の研究又は討議を行う。

　　イ　農政小委員会　　

　　　　農業及び農村集落の活性化並びに担い手育成の研究又は討議を行う。

　(３) 運営委員会

　　　　総会並びに諸事業の円滑な運営を図るため、適時（原則として通常総会前）に開催

　　　する。

　(４) 広報編集委員会

　　　（適時開催）

　　　　委員自らが編集に携わり、農業により密着した広報誌「農業かなざわ」を発行する。

年　月　 R5 R6
　区　分 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

通 常 総 会 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

臨 時 総 会 1 1   

農 地 ・ 農 政 小 委 員 会     

運 営 委 員 会 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13 

広 報 編 集 委 員 会 1 1 1 1 1 1 6   

組 織 準 備 会 1 1 2   

県 外 農 事 視 察 1 1   

県 内 農 事 視 察 1 1   

農 地 相 談 会 1 1   

農 業 者 年 金 説 明 会 1 1   

農林水産局主要施策説明会 1 1   

４．会議等の開催状況

３．会　議

計

－ 9 －



190,400,000 A

3,582,657 B

70,346 C

1,725

4,251

54

1,260

1,411

15

人 件 費 46,366

６．農地事務処理状況（令和５年１月～12月）

　(1）「申請」「届出」の処理（取下げ、取消しを含む）

件　数(件)

45

54

99

6

80

86

40

267

307

12

2

-

4

17

1

５．予　算
（単位　千円）

区　　分 令和6年度 令和5年度 増減額 備　　　　　　考

農業総務一般経費

 月額　会  　長　63,000 円

 　　　副 会 長　53,000 円

 　　　農業委員　46,000 円

金  沢  市
一 般 会 計

181,950,000 8,450,000

農林水産費 2,849,119 733,538  B/A ＝ 1.88％

農業委員会
関  係  費

76,364 △ 6,018  C/A ＝ 0.04％　C/B ＝ 1.96%

報   酬 15,264 15,264 0

 　　　推進委員　40,000 円

50,402 △ 4,036
職員（会計年度任用職員除く）
６人

事 業 費 7,290 9,272 △ 1,982

農地台帳作成費

農地利用最適化推進事業費

農業者年金事務費

区　　　　　　　分 面　積(a) 備　　　考

負 担 金
補 助 金

1,426 1,426 0
石川県農業会議負担金

石川県農業委員会職員協議会負担金

農 地 法 第 ３ 条 関 係
( 農 地 権 利 移 動 )

許可申請 720

届　　出 1,686 相続等

計 2,406

農 地 法 第 ４ 条 関 係
（ 自 己 転 用 ）

許可申請 24

届　　出 372 （市街化区域内）

計 396

農 地 法 第 18 条 通 知 872 賃貸借の合意解約

農 地 法 制 限 除 外 転 用 届 3 2a未満の農業用施設転用等

農 地 法 第 ５ 条 関 係
（ 転 用 権 利 移 動 ）

許可申請 264

届　　出 1,318 （市街化区域内）

計 1,582

非 農 地 証 明 願 69

転 用 事 業 計 画 の 変 更 許可申請 40

土地改良法第52条第８項の同意 -

相続・贈与税の納税猶予証明願 107

－ 10 －



（2）「願」・「届」の処理状況　（事務局長専決）

件　数

 耕作証明 129

 許可書・受理通知書の謄本交付願 60

　 うち県知事許可の許可書・受理通知書の証明願 6

 許可・届出に係る取消し、取下げ願 5

 事業計画の変更届 4

 相続税の納税猶予に係る農業経営の継続証明願 33

 農地競売適格者証明願 0

 農地基本台帳の閲覧申請 1

 その他法務局や税務署等からの照会・通知等の回答 12

244

７．農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の実績

田 畑 計 ６年未満 ６年以上 貸し手 借り手 田 畑

H21 12.7 11.4 24.1 15.0 9.1 49 28 0.5 1.3

H22 18.7 7.3 26.0 10.4 15.6 55 28 0.6 0.7

H23 112.5 6.4 118.9 15.3 103.6 315 35 0.4 0.2

H24 30.7 18.8 49.5 12.6 36.9 82 33 0.2 0.6

H25 128.1 12.9 141.0 12.5 128.5 383 69 － 0.1

H26 107.1 14.4 121.5 14.3 107.2 301 83 0.6 0.3

H27 205.0 22.7 227.7 17.0 210.7 437 47 0.3 0.3

H28 107.6 23.8 131.4 13.9 117.5 360 89 0.6 2.3

H29 48.3 8.5 56.8 13.9 42.9 179 69 － 0.3

H30 75.3 2.5 77.8 3.9 73.9 232 35 － 0.8

R1 100.5 10.1 110.6 28.1 82.5 395 67 1.6 0.2

R2 50.5 12.1 62.6 22.8 39.8 197 58 1.2 2.0

R3 21.3 11.7 33.0 10.3 22.7 124 62 0.6 2.0

R4 19.2 8.7 27.9 9.0 18.9 74 37 － 5.7

R5 8.2 10.0 18.2 13.8 4.4 41 18 － 3.2

項　　　　　　　　　　　　　　目

合　　　　　　　　　　　　　　計

年
利用権設定面積 利用権設定期間別面積 関係農家戸数 所有権移転面積

（単位　ha、戸）

－ 11 －



８．農地の動き

(1) 農地転用（公共買収、２アール未満を含む）

ア　年次別農地転用実績

対Ｈ７年

田 畑 計 比率(%)

S50 1,295 7,438 2,779 10,217 110.6

S60 1,013 6,732 1,407 8,139 88.1

H7 1,069 7,067 2,170 9,237 100.0

H26 1,166 4,678 1,295 5,973 64.7

H27 868 3,006 618 3,624 39.2

H28 708 2,852 724 3,576 38.7

H29 739 2,845 897 3,742 40.5

H30 729 2,251 762 3,013 32.6

R1 897 4,195 811 5,006 54.2

R2 656 1,865 542 2,407 26.1

R3 535 1,924 733 2,657 28.8

R4 450 2,414 776 3,190 34.5

R5 490 1,597 536 2,133 23.1

イ　用途別農地転用実績 （単位　ａ）

R3 R4 R5

1,308 1,161 1,180

116 95 36

9 392 8

1 9 60

51 48 17

1,121 1,446 797

52 39 35

2,658 3,190 2,133計

年 件　数
転　用　面　積  (a)

区　　　分

住 宅 用 地

工 鉱 業 用 地

学 校 用 地

公園、運動場用地

道水路、鉄道用地

その他建物施設用地

河 川

住宅用地
55.3%

工鉱業用地
1.7%

道水路、

鉄道用地
0.8%

その他建物

施設用地
37.4%

用途別農地転用比率

学校用地
0.4%

河川
1.6%

公園、運動場用地
2.8%

36 36

37

30

50

24

27

32

21

0

10

20

30

40

50

60

70

H

27

H

28

H

29

H

30

R

1

R

2

R

3

R

4

R

5

ha

年

農地転用の動き
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（2）農地の権利移動

※ （  ）内は、件数

９.農地賃借料の状況

（令和５年実績）

（単位　ａ）

計 田

区分

農　地　法　第　３　条　関　係 農地法第18条関係
(賃借権の合意解約）所有権の移転 賃借権の設定・移転 使用貸借権の設定・移転

畑 計 田田 畑 計 田 畑 計畑

H27
(59) (19) (3) (328)

100 13 113 12,974 524 13,498619 774 1,393 126 266 392

(206)

488 181 669 111 680 791 88 0 88

(30) (7)(51)

6,027 418 6,445

H29
(56) (23)

H28

157 987770 104 874 119 96 215

(16) (56)

(36)

41 27 68 830

R1
(57) (26)

(46)

356 22 378 150 635 785 0 0 0

(25) (0)
H30

(1) (55)

666 5 671

495 843

8 0 8 514 665 1,179575 382 957 40 389 429

(0) (34)

0 425 185 610

-

中山間地域

(31)

512 217 729 75 448 523 104 0 104

(12) (8)(54)

348

11,317 16

農地区分
地 域 別
区　  分

最 低 価 格
（円/10a）

最 高 価 格
（円/10a）

平 均 価 格
（円/10a）

デ ー タ 数
　(件)

R3

-

河北潟地域 - - - -田

平坦地域 5,000 25,220 10,748 128

砂丘地域 - -

7,000 7,000 7,000 5

市街化地域 - - - -

畑

平坦地域 - - - -

砂丘地域 21,000 24,000 22,636

中山間地域 - - - -

市街化地域 - - - -

11

河北潟地域 8,000 20,000

R2
(50) (3)

359 105 464 11 2 13 0 0

R4
(35)

※地域別平均価格から著しい差異があるものを除いて算出

(3) (12)

184 79 263 82 359 441 10 6 16 631 241 872
R5

(35) (7)

(12) (2) (31)

397 37 434 306 0 306 80 0 80 241 27 268

－ 13 －



　（令和６年３月31日現在）

ＪＡ金沢市 ＪＡ金沢中央 計

10 1 11

39 4 43

4 2 6

97 25 122

28 5 33

69 20 89

(32) (6) (38)

3 0 3

【 構　成 】12人

【 事　業 】

　　・農業者年金事務担当者研修会の開催

　　・未加入者に対する加入促進

　　・経営移譲年金資格者に対する説明会の開催

　　・受給者に対する各種届出励行の促進

 加　  入  　者

 受　  給  　者

 受 給 待 期 者

　農業者年金加入及び給付状況

１０. 農地利用最適化の推進

１１. 農業者年金

　平成28年４月から改正農業委員会法が施行され、農地利用最適化が必須業務となったこと
から、①担い手への農地集積・集約化、②遊休農地の発生防止・解消、③新規参入の促進等
に関する指針(後掲参考資料１)を定め、市、JA、農地中間管理機構等と連携し推進してい
る。

　農業者年金は、農業者が対象の国民年金(基礎年金)に上乗せした２階部分の年金として措

置されている。

  平成14年度の制度改正により、現役世代が支える「賦課方式」から、積み立てた保険料と

その運用益により年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」に移行しており、加入者数等に

左右されない安定した制度となっている。

　国が保険料の一部を助成しており、農業者の負担が軽減されている。

　なお、旧制度の基づく年金については、継続して支給されている。

区　　　　　　　　　分
農　　　　協　　　　名

新年金

制　度

　（金沢市農業者年金事務連絡協議会）

　農業委員会とJAが連携協調し、年金事務の適正で円滑な推進や、年金の加入促進に向けた
啓発普及活動、研修会等の実施など、制度活用の拡充を図ることにより、加入者の福祉向上

に資するため、昭和52年８月に設立された。

　　会長(１人)、副会長(２人)、監事(１人)、幹事(６人　うち会計１人)、顧問(２人)

旧年金

制　度

 受    給    者

 経営移譲年金

 老 齢 年 金

(うち経営移譲年金停止者)

 受 給 待 期 者

－ 14 －



　　１．金沢市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」　………  16

　　２．令和６年度最適化活動の目標の設定等　………………………………………  19

　　３．農業経営基盤強化促進基本構想で定める農業経営の目標及び効率的かつ

　　　　安定的な農業経営の指標　………………………………………………………  22

　　４．金沢市農業委員会の委員等の定数を定める条例及び農業委員会規則　……  26

　　５．農地小委員会設置要領　…………………………………………………………  29

　　６．農政小委員会設置要領　…………………………………………………………  29

　　７．市街化区域内の農地転用届出に係る事務処理要綱　…………………………  29

　　８．金沢市農業委員会農地パトロール(利用状況調査)実施要領　………………  30

　　９．市長事務の補助執行に関する規則　……………………………………………  30

参　　考　　資　　料
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第１ 基本的な考え方

金沢市の農業は、砂丘地域から平坦地域、中山間地域にわたり、水稲を中心に野菜、果樹、花きなど多

様な農業生産が展開されており、都市近郊型の農業構造が形成されているが、近年、都市化の進展や農業

従事者の高齢化により、担い手が不足し、集落機能や農村の持つ公益的機能の低下が懸念されている。

こうした状況の下、農業委員会等に関する法律第７条（昭和26年法律第88号。以下「法」という。）に

基づく標記指針を次のとおり策定し、農業委員と農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）

が連携し、地域計画（農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案（令和４年法律第56号）による

改正後の農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。以下「改正基盤法」という。）第19条第１項の

規定に基づき、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総

合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図などを明確化し、公

表したものをいう。）に基づいて農地中間管理事業を活用した利用調整に取り組むなど、担当区域ごとの

活動を通じて、農地等の利用の最適化を一体的に推進する。

○　具体的な数値目標は、「金沢の農業と森づくりプラン2025」（平成28年３月金沢市策定）に基づき設

定する。

　○　単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」（令和４年２

　　月２日付け３経営第2584号農林水産省経営局長通知、令和４年２月25日付け３経営第2816号農林水産省

経営局農地政策課長通知）に基づく「最適化活動の目標の設定等」のとおりとする。

○　農業委員及び推進委員の改選期である３年ごとに検証・見直しを行う。

第２ 具体的な目標、推進方法及び評価方法

１．遊休農地の発生防止・解消について

（１）遊休農地の解消目標

管内の農地面積(A) 遊休農地面積(B) 遊休農地の割合(B/A)

１．金沢市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

平成２９年 ７月２６日策定

平成３０年 ５月２８日改定

令和 ２年 ７月２８日改定

金 沢 市 農 業 委 員 会

令和 ５年 ３月２８日改定

令和 ５年 ７月２７日改定

現　　　状
（令和５年３月）

３，４４４ha １４．３ ha ０．４％

目　　　標
（令和８年３月）

３，３５７ ha １４．０ ha ０．４％
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（２）遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法

（３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法

２．担い手への農地利用の集積・集約化について

（１）担い手への農地利用集積目標

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法

○　農業委員会として、地域（１集落又は数集落）ごとに人と農地の問題を解決するため、10年後の農業

　の在り方と農地利用の将来像を描く地域計画の作成と見直しに取り組む。

○　市、農地中間管理機構、農協等と連携し、（ア）農地中間管理機構に貸付けを希望する復元可能な遊

　休農地、（イ）経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の農地、（ウ）利用権の設定期間が満了する農

　地等についてリスト化を行い、地域計画の作成・見直し、農地中間管理事業の活用の検討等により、農

　地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行う。

○  中山間地域においては、基盤整備事業の活用と併せて集落営農の組織化・法人化、新規参入の受入れ

など、地域に応じた取り組みを推進する。

（３）担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法

○　担い手への農地利用の集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率により評価する。

○　単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく「農業委員会

　の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。

帳の正確な記録の確保と公表の迅速化を図る。

○　利用意向調査の結果を踏まえ、農地中間管理機構への貸付など農地の利用関係の調整を行う。

○　農業委員と推進委員のチーム制により、農地法に定める利用状況調査及び利用意向調査を適正に実施

する。

○　利用状況調査と利用意向調査の結果は、速やかに「農業委員会サポートシステム」に反映し、農地台

　　また、利用意向調査は、農業委員及び推進委員と所有者等との直接面談による意向確認を基本とする。

 ５３．４ ％

 ８０．０ ％

管内の農地面積(A) 集積面積(B) 集積率(B/A)

現　　　状
（令和５年３月）

３，４３０ ｈａ

目　　　標
（令和８年３月）

３，３４３ ｈａ

１，８３０ ｈａ

２，６７５ ｈａ

○　遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、緑区分の遊休農地解消の割合により評価する。

　○　単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく「農業委員会

　の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。

○　利用状況調査に加え、違反転用の発生防止・早期発見等、農地の適正利用に関する日頃からの現場活

動を通じ、遊休農地の発生防止を図る。
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３．新規参入の促進について

（１）新規参入の促進目標

※ 平成28～令和7年度の10年間で200人（経営体）を見込む。

（２）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法

○　県、市、農協等関係機関との連携とともに、農業委員や推進委員が新規就農フェア等に積極的に

参加することで新規就農希望者の情報の収集に努め、新規就農の受入れとフォローアップ体制を整

備する。

○  関係機関と連携し、積極的に企業の参入の推進を図る。

受入れ後のフォローアップを担う。

（３）新規参入の促進の評価方法

○　新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者（個人、法人）の数により評価する。

○　単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく「農業委

員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。

第３ 地域計画の目標を達成するための役割

　　地域計画に基づき農地を効率的かつ総合的に利用していくため、農業委員会は次の役割を担っていく。

　　・日常的な農地の見守りによる農地の適正利用の確認

　　・農家への声掛け等による意向把握

　　・地域計画で位置付けられた担い手への農地の利用調整やマッチング

　　・農地中間管理事業の活用の働きかけ

　　・地域計画の定期的な見直しへの協力

○  農業委員及び推進委員は、新規参入者（法人を含む。）の地域の受入条件の整備を図るとともに、

令和元年度からの新規参入者数

現　　　状
（令和５年３月）

１５６ 人 　

目　　　標
（令和８年３月）

　  　２００ 人 （累計）
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Ⅰ　農業委員会の状況（令和６年４月１日現在）

１　農業委員会の現在の体制

任命・委嘱年月日 年 月 日 任期満了年月日 年 月 日

農地利用最適化推進委員

　２　農家・農地等の概要

農業者数(人)

認定農業者

女性 基本構想水準到達者

40代以下 認定新規就農者

農業参入法人

集落営農経営

特定農業団体

集落営農組織

※農業委員会調べ

２．令和６年度最適化活動の目標の設定等

定数 実数 9 9

令和 ５ ７ 20 令和 ８ ７ 19

6

農業委員数 19 19

認定農業者 － 8

認定農業者に準ずる者 －

農業委員 定数 実数 担当区域数

女性 － 3

40代以下 －

中立委員 － 1

経営体数 経営体数（経営体）

総農家数 2,127 基幹的農業従事者数 1,607 236

農業経営体数 1,384 619 16

※　直近の「農林業センサス」又は
　「農業構造動態調査」に基づいて
　記入

168 19

※　直近の「農林業センサス」又は
　「農業構造動態調査」に基づいて
　記入

49

37

0

37

単位:ｈａ

田 畑 計

3,410

※　直近の「耕地及び作付面積統計」に基づいて記入

普通畑 樹園地 牧草畑

耕地面積 2,640 774
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Ⅱ　最適化活動の目標

１　最適化活動の成果目標
　（１）農地の集積

①現状及び課題

％

②目標

（２）遊休農地の解消

①現状及び課題

ha

②目標
　ア　既存遊休農地の解消
　　ａ　緑区分の遊休農地の解消

　　ｂ　黄区分の遊休農地の解消

　イ　新規発生遊休農地の解消

農地の集積の目標年度

※3　「集積面積」は、局長通知別表１に掲げる者へ集積された農地の面積をいう（以下同じ。）

現状
管内の農地面積(A) これまでの集積面積(B) 集積率(B)／(A)

3,410 ha 1,845 ha 54.1

課題
・平坦部においては、大規模農家や農業法人、集落営農組織への農地集積が徐々に進んでいる
が、中山間地域では、担い手の減少・高齢化により農地の集積は困難な状況である。

※1　農地面積は、直近の「耕地及び作付面積統計」における耕地面積を記入

※2　「農地の集積」は、経営局長通知の別表１に掲げる者への農地の集積をいう

令和８ 年度 集積率 80

％

ha

％

今年度の新規集積面積 15 ha 農地面積(C) 3,374

今年度末の集積面積（累計）(D) 1,860 ha
（目標）今年度末の集積率
(E)=(D)／(C)

55.1

※　農地の集積の目標年度及び農地集積率には、設定した目標の根拠とした目標の目標年度及び当該目標年度におけ
る農地集積率を記入

現状

直近の利用状況調査により判明した遊休農地の状況

１号遊休農地面積
うち緑区分の遊休農地面積 うち黄区分の遊休農地面積

15.4 ha 5.1 ha 10.3

課題 都市部や中山間地域等において担い手が減少し、新たな遊休農地の発生のおそれがある。

緑区分の遊休農地の解消目標面積 0.48 ha

令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積 2.4 ha

前年度に新規発生した緑区分の遊休農地の解消目標面積 1.7 ha

※　緑区分の遊休農地の解消目標は、令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積の５分の１の面積を記入

令和4年度の利用状況調査における黄区分の遊休農地 10.2 ha

黄区分の遊休農地の解消
のための工程表の策定方
針

石川県、金沢市、JA、農地中間管理機構等と協議のうえ、基盤整備事業の実施などに
より、遊休農地の解消のための工程表を策定する。
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（３）新規参入の促進

※　現状欄は、直近３年度の新規参入した経営体数と当該経営体の経営面積の合計の農地面積を記入

②目標

ha

※2　目標面積は、過去３年度の権利移動面積の平均の１割以上を記入

２　最適化活動の活動目標
（１）推進委員等が最適化活動を行う日数目標

（２）活動強化月間の設定目標

※1　取組項目欄は、①農地の集積、②遊休農地の解消、③新規参入の促進のいずかを記入
※2　強化月間の内容欄は、活動強化月間の具体的な取組の内容を記入

（３）新規参入相談会への参加目標

ha 3.89

現状

３年度新規参入者 ４年度新規参入者 ５年度新規参入者

2 経営体 6 経営体 6 経営体

新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表する
農地の面積

2.77 ha

ha

課題
・新規参入は継続しているが、耕作条件のよい農地の斡旋が必要である。
・参入後の安定経営に向けた支援が必要である。

権利移動面積
令和3年度 令和4年度 令和5年度 平均

29.3 ha

0.4 ha 1.85

24.1 ha 29.7 ha 27.7

※1　過去３年間の権利移動面積は、農地法（昭和27年法律第229号）第３条第１項に基づく許可及び農業経営基盤強化促進法
　　第19条に基づき公告された農用地利用集積計画による権利移動面積（有償所有権移転（所有権に基づいて耕作の事業に供
　　していたものに限る。）及び賃借権の設定並びに利用権の設定に限る。）を記入

１人当たりの活動日数 14 日／月

最適化活動を行う
農業委員の人数

19 人

農地利用最適化推進委員の
人数

9 人

活動強化月間の設定回数 4 回

取組時期 取組項目 強化月間の内容

９～１１月 ②遊休農地の解消 農地利用状況調査（グループごとにタブレット端末を活用して調査）

２月 ②遊休農地の解消 農地利用意向調査（戸別訪問等による調査書の配布・回収）

新規参入相談会への参加回数 1 回

開催時期 ７月ほか 相談会名 農林漁業就業相談会

参加者数 1名程度 開催場所 ハローワーク金沢

相談会の内容 ハローワーク等における就業相談会

開催時期 相談会名

※　新規参入相談会への参加回数欄は、推進委員等が１名以上参加する相談会の数を記入
　　　（参加者数によらず、１名以上が参加する新規参入相談会ごとに１回とする）

参加者数 開催場所

相談会の内容

－ 21 －



　農業経営の指標

　　主たる農業従事者１人当たり概ね2,000時間

　　主たる農業従事者１人当たり概ね380万円（中山間地域概ね300万円）

　※ 個別経営体における土地利用型については、近年の米価の低迷や肥料価格の上昇などの状況を踏

　　まえ、当面の目標を設定

営農類型

土地利用型

[対象地域]
主として
平坦地域

水稲
　　　　 12.0ha
大豆
　　　　　5.0ha
計
　　　　 17.0ha

【当面の目標】
水稲
　　　　　9.0ha
大豆
　　　　　4.0ha
計
　　　　 13.0ha

［資本装備］
・トラクター（40PS）　　　　  １台
・田植機（乗用６条）　　　　  １台
・コンバイン（４条）　　　　  １台
・大豆コンバイン（２条）　　  １台
・トラック（２ｔ）　　　　　  １台

［労働力］
・主たる従事者　              １人
・補助作業者　　              １人

［主要技術等］
（水稲）
  品質向上技術の徹底（播種量、移植
 時期、水管理、基幹防除等)、高度施
 肥管理技術
（大豆）
  集団的土地利用、適期播種・追肥、
 排水対策の徹底、機械の共同利用、
 耕起・施肥・播種同時作業技術

 パソコン活用による経営
管理

 複式簿記記帳

 高性能機械装備による
労働力の低減

 家族経営協定の締結に
基づく給料制、休日制

露地野菜

[対象地域]
主として
平坦地域

経営面積
　　　　  4.8ha

作付け面積
 スイカ
      　　2.8ha
 ダイコン
　　　　　1.2ha
 甘藷
　　　　　2.0ha
 計
    のべ　6.0ha

［資本装備］
・トラクター（30PS）　　　　  １台
・白走運搬車（500kg）　　　   １台
・動力噴霧器（500L）　　　  　１台
・トラック（２ｔ）　　　　　  １台
・軽トラック　　　　　　　　  １台
・芋堀機　　　　　　　　　　  １台
・スプリンクラー　　　　  60セット
・育苗温室　　　　　　　　   150坪
・ビニールハウス250㎡　　　   16棟
・だいこん洗浄機　　　　　　  １台

［労働力]
・主たる従事者　              ３人

[主要技術等]
・作型分化による労力分散
・ウイルスフリー苗利用による甘藷の
 生産安定

 パソコン活用による経営
管理

 複式簿記記帳

 高性能機械装備による
労働力の低減

 家族経営協定の締結に
基づく給料制、休日制

経 営 規 模 生　　産　　方　　式
経 営 管 理 の 方 法 や
農業従事者の態様等

３．農業経営基盤強化促進基本構想で定める農業経営の目標及び効率的かつ安定的な

　１．農業経営の目標

　２．効率的かつ安定的な農業経営の指標

　(1) 個別経営体

　　①　平坦地域

  (1) 年間労働時間

  (2) 年間農業所得
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営農類型

施設野菜

[対象地域]
主として
平坦地域

経営面積
 施設
　　　　　0.5ha

作付け面積
 半促成キュウリ
　　　　　0.5ha
 抑制トマト
　　　　　0.4ha
 計
　　のべ  0.9ha

［資本装備］
・トラクター（20PS）　　　　  １台
・トラック（１ｔ）　　　　　  １台
・軽トラック　　　　　　　　　１台
・動力噴霧機　　　　　　　　  １台
・育苗ハウス　60坪　　　　　  １棟
・栽培ハウス　60坪　　　　　  25棟

［労働力］
・主たる従事者　              ２人

［主要技術等］
・土づくりや接ぎ本による連作障害の
 回避
・高温期の遮光栽培によるトマトの高
 位安定生産

 パソコン活用による経営管
理

 複式簿記記帳

 高性能機械装備による労働
力の低減

 家族経営協定の締結に基づ
く給料制、休日制

れんこん専作

[対象地域]
主として
平坦地域

経営面積
　　　　　2.0ha

作付け面積
　　　　　2.0ha

［資本装備］
・トラクター（40PS）　　　　  １台
・トラック（２ｔ）　　　　　　１台
・軽トラック　　　　　　　　　１台
・動力噴霧機　　　　　　　　　１台
・管理機　　　　　　　　　　　１台

［労働力］
・主たる従事者　　　　　　　　２人

［主要技術等］
・れんこん褐色腐敗病の発生防止等に
 よる高品質安定生産

 複式簿記記帳による経営管
理

 家族経営協定の締結に基づ
く給料制、休日制

花き専作

｢対象地域]
主として
平坦地域

小ギク
　　　　 0.65ha
中軸ギク
　　　　 0.25ha
花木
　　　　　0.2ha
計
　　　　　1.1ha

[資本装備]
・トラクター(26PS)　　　　　　１台
・軽トラック　　　　　　　　　１台
・管理機　　　　　　　　　　　１台
・動力噴霧器　　　　　　　　　１台

[労働力]
・主たる従事者　　　　　　　　１人
・補助作業者　　　　　　　　　１人

[主要技術等]
　(小菊・中軸)
   ６～11月出荷
　 冬至芽及び挿し芽
　(花木)
   水田利用、施設内促成

 複式簿記記帳

 パート雇用の確保

 家族経営協定の締結に基づ
く給料制、休日制

果樹専作

｢対象地域]
主として
平坦地域

梨
　　　　　 150a
 幸水
　　　　　  70a
 豊水
　　　　　  50a
 南水
  　　　　　10a
 あきづき
　  　　　　20a

［資本装備］
・果樹棚　　　　　　　　　　  150a
・多目的ネット　　　　　　　  150a
・防除機（600L）  　　　　　  １台
・開葯橋　　　　　　　　　　　１台
・乗用草刈機　　　　　　　　　１台
・軽トラック　　　　　　　　　１台

［労働力］
・主たる従事者　 　　　　　　 １人
・補助作業者　　　　　　 　　 １人

［主要技術等］
・人工受粉
・無袋栽培
・「幸水」早期出荷技術
・共販80％、直売20％

 パソコン活用による経営管
理

 複式簿記記帳

 臨時雇用労働力の確保

 高性能機械の導入

 家族経営協定の締結に基づ
く給料制、休日制

経 営 規 模 生　　産　　方　　式
経 営 管 理 の 方 法 や
農 業 従 事 者 の 態 様 等
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営農類型

土地利用型

[対象地域]
主として

中山間地域

水稲
　　　　　7.0ha
金時草
　　　　　0.2ha
計
　　　　　7.2ha
外に水稲作業
受託    　6.0ha

【当面の目標】
水稲
　　　　　3.5ha
金時草
　　　　　0.2ha
計
　　　　　3.7ha
外に水稲作業
受託  　　6.0ha

［資本装備］
・トラクター（26PS）　　　　  １台
・田植機（乗用５条）　　　　　１台
・コンバイン（３条）　　　　　１台
・管理機　　　　　　　　　　　１台

［労働力］
・主たる従事者　　　　　　　　１人
・補助作業者　　　　　　　　　２人

［主要技術等］
（水稲）
　品質向上技術の徹底（播種量、移植
 時期、水管理、基幹防除等)、高度施
 肥管理技術
（金時草）
  ウイルスフリー苗利用による金時草
 の生産安定

 パソコン活用による経営
管理

 複式簿記記帳

 高性能機械装備による
労働力の低減

 家族経営協定の締結に
基づく給料制、休日制

しいたけ専作

[対象地域]
主として

中山間地域

菌床
　　　 20,000玉

[資本装備]
・発生ハウス　　　　　　　 1,000㎡
・保冷庫　　　　　　　　　  　１台
・自動散水施設　　　　　　  　一式
・暖房機　　　　　　　　　　　１台

[労働力]
・主たる従事者　  　　　      ２人

[主要技術等]
・栽培期間　                ７か月
・年間　                   1.7回転
・菌床購入

 複式簿記記帳による経営
管理

 パート雇用の確保

 家族経営協定の締結に
基づく給料制、休日制

経 営 規 模 生　　産　　方　　式
経 営 管 理 の 方 法 や
農業従事者の態様等

　②　中山間地域
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営農類型

集落ぐるみ型

[対象地域]
主として
平坦地域

水稲
　　　　 21.0ha
大豆
    　　　9.0ha
計
 　　　　30.0ha

［資本装備］
・作業場　　　　　　　　　　　１棟
・トラクター（40PS）　　　　　２台
・田植機（乗用８条）　　　　　２台
・コンバイン（４条）　　　　　２台
・トラック（２ｔ）　　　　　　１台
・軽トラック　　　　　　　　　１台
・大豆コンバイン（２条）　　　１台

［労働力］
・主たる従事者　　　　　　　　２人
・補助作業者　　　　　　　　　２人

［主要技術等］
・乾燥調整はライスセンターヘ委託
（水稲）
　品質向上技術の徹底（播種量、移植
 時期、水管理、基幹防除等)、高度施
 肥管理技術
（大豆）
  集団的土地利用、適期播種・追肥、
 排水対策の徹底、機械の共同利用、
 耕起・施肥・播種同時作業技術

 高性能機械体型

 生産組織による農機具の
共同利用

 オペーレーターの育成

 パソコン活用による経営
管理

 複式簿記記帳

集落ぐるみ型

[対象地域]
主として

中山間地域

水稲
　　　　 14.0ha
露地野菜
    　　　2.0ha
計
 　　　　16.0ha

［資本装備］
・作業場　　　　　　　　　　　１棟
・トラクター（40PS）　　　　　１台
・田植機（乗用８条）　　　　　１台
・コンバイン（４条）　　　　　１台
・トラック（２ｔ）　　　　　　１台
・管理機　　　　　　　　　　　１台

［労働力］
・主たる従事者　　　　　　　　２人
・補助作業者　　　　　　　　　２人

［主要技術等］
・乾燥調整はライスセンターヘ委託
（水稲）
　品質向上技術の徹底（播種量、移植
 時期、水管理、基幹防除等)、高度施
 肥管理技術

 高性能機械体型

 生産組織による農機具
の共同利用

 オペーレーターの育成

 パソコン活用による経営
管理

 複式簿記記帳

経 営 規 模 生　　産　　方　　式
経 営 管 理 の 方 法 や
農業従事者の態様等

　(2) 組織経営体
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４．金沢市農業委員会の委員等の定数を定める条例及び農業委員会規則

　ア　金沢市農業委員会の委員等の定数を定める条例（昭和35年４月１日　条例第４号）

　　第１条　この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第２項及び第18条第２

　　　項の規定に基づき、金沢市農業委員会（以下「農業委員会」という。）の委員及び農地利用最適化推

　　　進委員の定数を定めるものとする。

　　第２条　農業委員会の委員の定数は、19人とする。

　　第３条　農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、９人とする。

　　（略）

　イ　金沢市農業委員会規則（昭和36年７月１日　農業委員会規則第１号）

　　（目　的）

　　第１条　この規則は、法令に規定するもののほか金沢市農業委員会（以下「委員会」という｡）の組織

　　　及び所掌事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　　（会長の補欠選挙）

　　第２条　会長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に会長の選挙を行わなければならない。

　　（会長の職務代理者）

　　第３条　委員会に副会長３名を置く。

　　２　副会長は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。以下「法」という｡）第５条第５項

　　　の規定により会長の職務を代理するものとする。

　　３　副会長は、総会で定めた順序により、会長の職務を代理する。

　　（選　挙）

　　第４条　委員会で行う選挙の方法、手続は、別に定める。

　　（委員会の所掌事務）

　　第５条　委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

　　　(1) 農地法（昭和27年法律第229号）その他の法令により委員会の権限に属する農地等の利用関係

　　　　の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）、特定農山村地域に

　　　　おける農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年法律第72号）、農山漁

　　　　村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律（平成19年法律第48号）及び農林

　　　　漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（平成25年

　　　　法律第81号）により委員会の権限に属する事項

　　  (2) 土地改良法（昭和24年法律第195号）その他の法令により委員会の権限に属する農地等の交換分

　　　　合及びこれに付随する事項

     （3）農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

   　（4）農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営

　　　　　もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進に関する事項

　   （5）法人化その他農業経営の合理化に関する事項

　   （6）農業一般に関する調査及び情報の提供

　   （7）その他法令によりその権限に属する事項

　　（事務局の設置）

　　第６条　委員会の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。

　　２　事務局の処務については、別に定める。

　　第７条～第９条　（略）
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　ウ　金沢市農業委員会事務局規則（昭和36年７月１日　農業委員会規則第２号）

　　第１条　金沢市農業委員会事務局（以下「事務局」という｡）の処務については、別に定めるもののほ

　　　か、この規則の定めるところによる。

　　第１条の２　事務局に、農地係を置く。

　　第２条　事務局に事務局長及び事務局長補佐を、農地係に係長を置き、必要に応じ、事務局に事務局次

　　　長を置くことができる。

　　第２条の２　職員の補職名は、次のとおりとする。

　　 （1）事務局長　事務局次長　事務局長補佐　事務局担当局長補佐　係長

　   （2）主査　主任

　　２　前項第２号に定める主任にあっては、職名を付するものとする。

　　第３条　事務局長（以下「局長」という。）は、会長の命を受けて局務を処理し、所属職員を指揮監督

　　　する。

　　２　事務局次長は、局長を補佐し、所掌事務を掌理するとともに、局長が不在のとき、又は局長が欠け

　　　たときは、その職務を代理する。

　　３　事務局長補佐は、局長及び事務局次長を補佐し、所管の事務を掌理する。ただし、事務局次長を置

　　　かない場合にあっては、局長が不在のとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

　　４　係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を

　　　処理する。

　　５　その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

　　第４条　局長の専決事項は、次のとおりとする。

　   （1）軽易な証明、照会及び回答に関する事項

　   （2）定例の願、届出等の受理、経由及び副申に閲する事項

　   （3）公簿の閲覧に関する事項

　   （4）所属職員の出張命令及び時間外勤務に関する事項

      (5) その他前各号に準ずる軽易な事項

　　第５条　前各条に定めるもののほか、事務処理及び職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件並びに身

　　　分取扱いについては、金沢市長の事務部局における関係規定に準拠するものとする。

　エ　金沢市農業委員会会議規則（昭和36年７月１日　農業委員会規則第３号）

　　　(総　則)

　　第１条　金沢市農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。

　　　(会議の召集)

　　第２条　会議は、会長が必要と認めたとき招集する。

　　２　会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。

　　　(1) 在任委員の３分の１以上の者から、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨

　　　　の要求があったとき。

　    (2) 知事が、法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

　    (3) 市長が、諮問したとき。

　　　(会議の通知及び公示)

　　第３条　会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、あらかじめ委員に通知するととも

　　　に、公示しなければならない。

　　２　前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日時３日前にしなければならない。

　　　(議　長)

　　第４条　会長は、会議の議長となり議事を整理する。
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　　　(審議事項の制限)

　　第５条　委員会は、第３条第１項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができ

　　　る。ただし、第８条の場合は、この限りでない。

　　　(議　席)

　　第６条　委員の議席は、会長が定める。

　　　(発　言)

　　第７条　委員は、議案について自由に質疑又は意見を述べることができる。

　　２　委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

　　　(動議の成立)

　　第８条　動議は、１名以上の賛成者がなければ成立しない。

　　　(採決の方法)

　　第９条　採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は３分の１以上の委員の

　　　要求があるときは、投票による。

　　　(議事録)

　　第10条　議事録には、議事のほか会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

　　２　議事録には、会長及び会議において定めた、２名以上の委員が署名しなければならない。

　　　(傍聴人)

　　第11条　傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

　　２　刃物その他危険な物をもっている者、容儀を乱し又は酒気を帯びている者、その他議長において議

　　　場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

　　３　傍聴入は、傍聴席において発言する等議事を妨害する行為をしてはならない。

　　４　傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

　　５　議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

　オ　金沢市農業委員会選挙事務規則（昭和36年７月１日　農業委員会規則第４号）

　　　(選挙の宣告)

　　第１条　総会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

　　　(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

　　第２条　投票を行うときは、会長は職員をして、委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有

　　　無を確かめなければならない。

　　２　会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

　　　(投　票)

　　第３条　投票は、単記、無記名により順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

　　　(投票箱の閉鎖)

　　第４条　会長は、投票が終わったと認めたときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しな

　　　ければならない。

　　２　前項の宣告があった後は、投票することができない。

　　　(開票及び投票の効力)

　　第５条　会長は、開票を宣告した後、３人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

　　２　前項の立会人は、会長が委員の中から指名する。

　　３　投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。

　　　(投票結果の報告)

　　第６条　会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

　　　(指名推薦)

　　第７条　第３条の規定にかかわらず委員に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

　　　(投票用紙の様式)

　　第８条　委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は次のとおり定める。

　　(略)
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５．農地小委員会設置要領

　１．目　的

　　　農地関係法令並びに特定事例問題及び農地流動化の研究又は討議を行い、農地行政の向上に資する。

　２．組　織

　 （1）農業委員（農業委員会会長、農業委員会副会長、農地小副委員長及び農政小副委員長を除く）及

　　  び農地利用最適化推進委員の中から選出された者11名。

　 （2）農業委員会副会長のうち、農業委員会総会（以下「総会」という。）で選出された者１名。

　 （3）農地小副委員長として総会で選出された者１名。

　３．役　員

　 （1）委員長は、総会で選出された農業委員会副会長をもって充て、副委員長は総会で選出された者を

　  　もって充てる。

　 （2）委員長及び副委員長の任期は農業委員の任期とする。

　４．会議の開催

　　　農業委員会会長が、その必要があると認めたときに委員長に諮って随時開催するものとする。

　５．参考人等の出席

　　　特定問題等の事情等を聴取するために必要があると認めたときは、その関係者を、金沢市農業委員

　　会会長名において出席を求めることができる。

　６．総会への報告

　　　委員長は小委員会における研究及び討議の結果を必要に応じて、総会に報告するものとする。

６．農政小委員会設置要領

　１．目　的

　　　農業及び農村集落の活性化並びに担い手育成に関する研究又は討議を行い、農業行政の向上に資する。

　２．組　織

　 （1）農業委員（農業委員会会長、農業委員会副会長、農地小副委員長及び農政小副委員長を除く）及

　  　び農地利用最適化推進委員の中から選出された者11名。

　 （2）農業委員会副会長のうち、農業委員会総会（以下「総会」という。）で選出された者１名。

　 （3）農政小副委員長として総会で選出された者１名。

　３．役　員

　 （1）委員長は、総会で選出された農業委員会副会長をもって充て、副委員長は総会で選出された者を

　  　もって充てる。

　 （2）委員長及び副委員長の任期は農業委員の任期とする。

　４．会議の開催

　　　農業委員会会長が、その必要があると認めたときに委員長に諮って随時開催するものとする。

　５．総会への報告

　　　委員長は小委員会における研究及び討議の結果を必要に応じて、総会に報告するものとする。

７．市街化区域内の農地転用届出に係る事務処理要綱

　第１条　市街化区域内の農地転用届出（以下「転用届出」という。）に係る事務処理は、この要綱の定

　　めるところによる。

　第２条　転用届出の受理は、農地等の利用関係に紛争がある等により、特に慎重に審査する必要がある

　　場合を除き、農業委員会事務局長（以下「局長」という。）の専決処分とする。

　第３条　転用届出があった場合は、その届出があった日の属する週の翌週の金曜日（金曜日が休日の場

　　合は直前の開庁日。但し、年末年始については農業委員会会長が別途定めた日。）に受理又は不受理

　　の通知書を交付するものとする。この場合において、不受理の通知書には、届出を受理しないことと

　　した理由を付するものとする。

　第４条　局長は、前条により処理した届出の内容について、直近の農業委員会総会に報告しなければな

　　らない。

　第５条　局長は、転用届出に関し、農地等の利用関係に紛争がある等により、特に慎重に審査する必要

　　がある場合は、すみやかに農業委員会会長及び地区担当農業委員と協議して、農地小委員会に諮る等

　　の措置をしなければならない。

　第６条　この要綱に定めのないその他の事項は、農地法等の関係法令の規定に従う。
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８．金沢市農業委員会農地パトロール(利用状況調査)実施要領

１　趣旨

　　この要領は、農地法第30条（昭和27年法律第229号）に定める利用状況調査及び荒廃農地の発生・解消

状況に関する調査要領（平成20年４月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知)に定める調

査（以下「農地パトロール」という）の実施について必要な事項を定める。

２　体制

　　農地パトロールは、農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員及び市長部局

　職員が実施するものとする。

３　時期

　　農地パトロールは、原則として、毎年９月から11月に実施するものとする。なお、必要があれば、その

　他の期間においても実施することができる。

４　方法

　　農地パトロールは、「農地法の運用について」の制定について（平成21年12月11日付け21経営第4530号

　・21農振第1598号農林水産省経営局長農村振興局長連名通知）、全国農業委員会ネットワーク機構による

　実施要領及び別途金沢市農業委員会が定めるマニュアルにより実施するものとする。

　　　附　　則

１　この要領は、平成29年９月１日から施行する。

２　金沢市農地パトロール実施要領（平成５年４月１日施行）は廃止する。

９．市長事務の補助執行に関する規則（昭和40年９月21日　規則第43号）

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の２の規定により、次の事務をそれぞれ当該各号に掲げる者

に補助執行させる。

　(4)　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第４条第３項第１号に掲げる利用権設定等促進事

　　業に関する事務　金沢市農業委員会事務局長

　(1)　私立学校（幼稚園を除く。）の助成に関する事務　金沢市教育長

　(2)　農業委員会の委員の推薦及び募集に関する事務　金沢市農業委員会事務局長

　(3)　独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務　金沢市農業委員会事務局長
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金沢市農業委員会委員名簿　（任期：令和５年７月20日～令和８年７月19日）

区分 地　区 現員 担 当 区 域 氏　　　名 備　  　考

湯涌、浅川 中　田　久　志

犀川、辰巳、才郷、内川 井　ロ　栄　市 会　長

医王山 東　　　　　譲

崎浦、金城 東　中　　　守 農政小委員会副委員長

崎浦、金城 新　田　涼　子

富樫、額、押野 山　口　範　子

米丸、三馬、戸板 二　口　和　忠 副会長（総括）

安原 福　井　伸　一

二塚 田　辺　善　郎

大徳 松　平　裕　喜 広報編集委員会委員長

川北 庄　田　純　一

川北 下　村　繁　之

川北 五　坊　隆　一

川北 山　川　叔　枝 広報編集委員会副委員長

小坂（千坂） 奥　村　明　義

三谷 北　本　久　一 農地小委員会副委員長

大場 鮒　岡　　　裕

八田 小　林　博　紀 副会長（農政小委員会委員長）

才田、河北潟 川　端　　　満 副会長（農地小委員会委員長）

犀川、辰巳、才郷、内川 山　下　　　一

金浦 高　村　雅　一

１ 富樫、額、押野 山　岸　良　一

１ 鞍月 堀　越　一　彦

１ 弓取、潟津、粟五 北　山　新　一

小坂 山　村　哲　夫 代表推進委員

薬師谷 中　村　義　昭

森本 菊　知　　　亮

花園 吉　本　尚　紀

第３地区

第４地区

第５地区

第６地区

４

２

３

２

２

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

農
　
業
　
委
　
員

３

第１地区

第５地区

第６地区

第２地区

第３地区

第４地区

２

第１地区

第２地区

３

４
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